
提

出

者

東

門

美

津

子

平
成
十
三
年
六
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

一

〇

六

号

安
保
条
約
第
六
条
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
主
意
書

106



安
保
条
約
第
六
条
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
十
三
年
四
月
四
日
の
外
務
委
員
会
で
、
沖
縄
の
楚
辺
通
信
所
の
現
在
の
管
理
者
で
あ
る
国
防
通
信
沖
縄
分
遣
隊
の
駐
留

根
拠
に
関
す
る
私
の
質
問
に
対
し
て
、
伊
藤
康
成
防
衛
施
設
庁
長
官
は
、
「
日
米
安
保
条
約
第
六
条
に
基
づ
き
ま
し
て
、
我
が

国
に
お
い
て
施
設
・
区
域
の
使
用
を
許
さ
れ
ま
す
と
こ
ろ
の
陸
軍
、
海
軍
及
び
空
軍
と
は
、
英
文
に
お
き
ま
し
て
は
、
固
有
名

詞
で
ご
ざ
い
ま
す
と
こ
ろ
の
ア
ー
ミ
ー
、
エ
ア
フ
ォ
ー
ス
、
ネ
ー
ビ
ー
と
い
う
表
現
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
、
『
ラ
ン
ド
・
エ

ア
・
ア
ン
ド
・
ネ
ー
バ
ル
・
フ
ォ
ー
シ
ズ
』
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
趣
旨
は
、
米
国
の
陸
軍
省
、
空
軍
省
及
び
海
軍
省
に

属
す
る
軍
隊
で
な
く
て
は
我
が
国
に
お
け
る
施
設
・
区
域
を
使
用
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
、
陸
上
兵

力
、
航
空
兵
力
及
び
海
上
兵
力
を
構
成
す
る
総
体
と
し
て
の
米
軍
で
あ
れ
ば
、
日
米
安
保
条
約
の
目
的
達
成
の
た
め
、
施
設
・

区
域
の
使
用
を
許
さ
れ
る
。
こ
れ
が
過
去
、
従
来
か
ら
も
御
答
弁
申
し
上
げ
て
き
た
内
容
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
（
第
百
五
十
一

回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
七
号
十
三
頁
）
と
す
る
答
弁
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
同
年
六
月
一
日
の
外
務
委
員
会
で
の
私
の
再
質
問
で
は
、
同
じ
く
伊
藤
防
衛
施
設
庁
長
官
が
「
日
本
語
文
の
解
釈
と

し
て
は
、
当
然
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
り
ま
す
と
こ
ろ
の
英
文
を
も
参
照
し
な
が
ら
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い

ま
す
け
れ
ど
も
」
と
す
る
答
弁
を
行
っ
て
い
ま
す
。

一



そ
こ
で
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
以
下
質
問
し
ま
す
。

一

安
保
条
約
第
六
条
に
い
う
「
陸
軍
、
空
軍
及
び
海
軍
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
「
ラ
ン
ド
・
エ
ア
・
ア
ン
ド
・
ネ
ー
バ
ル
・

フ
ォ
ー
シ
ズ
」
と
、
日
米
地
位
協
定
第
一
条
で
「
陸
軍
、
海
軍
、
又
は
空
軍
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
英
文
、
「
ラ
ン
ド
・

シ
ー
・
オ
ア
・
エ
ア
ー
・
ア
ー
ム
ド
・
サ
ー
ビ
シ
ズ
」
は
同
じ
意
味
で
す
か
。

二

答
弁
に
あ
る
「
陸
上
兵
力
、
航
空
兵
力
及
び
海
上
兵
力
を
構
成
す
る
総
体
と
し
て
の
米
軍
」
と
は
何
か
を
具
体
的
に
示
し

て
下
さ
い
。

三

「
陸
軍
、
海
軍
、
空
軍
」
と
「
陸
上
兵
力
、
海
上
兵
力
、
航
空
兵
力
」
と
は
ど
う
ち
が
い
ま
す
か
。

四

伊
藤
防
衛
施
設
庁
長
官
は
「
従
来
こ
の
よ
う
な
答
弁
を
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
と
い
う
こ
と
で
ご
説
明
を
申
し
上
げ
た
次

第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
い
う
答
弁
の
後
、
日
本
語
の
条
約
（
正
文
）
を
解
釈
す
る
際
に
、
「
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
り
ま
す

と
こ
ろ
の
英
文
も
参
照
し
な
が
ら
解
釈
す
る
」
と
す
る
答
弁
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
「
英
文
も
参
照
し
な
が
ら
解
釈
す
る
」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。

五

現
在
の
在
日
米
軍
の
駐
留
体
制
は
陸
・
海
・
空
の
三
軍
体
制
で
す
か
、
そ
れ
と
も
陸
・
海
・
空
軍
に
海
兵
隊
の
四
軍
体
制

か
を
示
し
て
下
さ
い
。

二



右
質
問
す
る
。

三


